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破

申

当
取

す
施
者

者

団
消
団
当
の
産

を

体
さ
体

５

第

第

号
４

条

に
欠

条

げ
事
知

定
法
そ
査

掲
格

審
他

事
る
項
事

款
人
の
）
知

２
寄
あ
知

は
基
）
は

、
に

３第

条
条

の
）
条
第

第
そ
請

例

申

験

第
知

第
条

条
他

例
３

を
を
の
７
す

月

有
聴
指
条
る

す
か
定
第
。

日

け
係
項
の

る
な
に
２
こ

者

金

れ
る
又
場

曜

ば
公
は
合

条

日

例
な
表
条
に

）

て

４
な

第
い

第
ら
）
例
お

い

条５第例条、

。

条
、

条
学

第
第

に
りよに定規の

受
者

議
ら

得
を
る

事
の
か

め
た
、

意

た
け
が

員
の

る

役

聴

連
人
締

の

に
法
取

見

た
清
監

）

し
は
、

取

合
又

指るけ

人
、

法
役

者
算
査 支

手の定指の者理管定

の
復

指

の
れ
の
る
設
で

続

そ
員
が
管
権

定

責
、
役
者

理

に
の

あ
理
を

管

め

団
行
な

者

帰
取
法
る
を
得

べ
し
で
体
う
い

の

す
消
人 い

め
の

補

き
の
な

た
も

候

体

必

と

由
か
団

に

者

事
日

あ

な

て

よ
４
に

要

し

に
ら

条

附
っ
事

、
準

、
選

り
年

は
必

例
基

例

行
て
が

条
に

４
き

４

、
、
要

第
づ

第

為

に

約
該
認

条
具

条

規
当
と

人
る

規
的

規

そ
法
め

の
体

に
審

す

他
の
書

定
な

定

の

の

申

体
記

よ
査

る

団
登
類

３
第

目
の

審
項

請

の
簿

る

に
必

の
号

項
が

条
５

１
事

に
事

定
と

定
知

規
要

規
の

管
る

る
定

る
め

よ
が

す
認

は
書

の
項

請
る

理
事

申
め

号
３
２

規

別
は

標

、
類

目

定
法

る

規
方

す

の
の

定

項

と

る
り

者

よ
よ

請

に
に

申

７

関

は
第

害

表
例

利

公
条

次
条

係

、

北

意の者るす有を験経識

、人配

く

に
第

を
聴を見

ず準にられこは又事理

な正公のそ、ていおに

定

道
を
っ

契

妨

る

を続手

、

は
過
は

等

し

又
経
て

約

は

の
な
当

締

又

他
し
、

を

定

方
団
団

す

指

地
い
該

結 力

理

共

の

能

管

公
体
体

る

か

者

有

と

体

表

を

者

団

代

者
指

指

の

な

て

ら

）

し

し
、

、
本

を
を

が

的
謄

査
目

に
る

の

織

う
め

次

組

行
定

の

運

た
の

号

び

当
も

各

及

は
る

ず

の

て
す

い

営

っ
と

の

に

を

公

か

法

、
。

れ

方

１
に

第
次

記
、

す

施

該

示

よ
類

に
書

式
る

様
げ

号
掲

とのも
。

う
る

行
す

り
と

る
の

な

げ
項

し

掲
２

有

海

よ
に
に

に

法
定

者

方
規

い 限

よ

道

必

２
３
前
知
要

公

２、はきと
次
そ
項
事
な

以人

地の者

理
条
の
の
は
指

管

るあに位

第

を
業
項
に

毎
報
の
、

条

又者たげ

年
告
規
同
管
使

正不は 報
指
度
書
定
日
理
用

業事

理

次

し

管

ち

者

定

定

う

い

ら

指

ず

な

の

い

は

者

の

て な

定

れ

公
る
管
利
第
北
う
そ

す

行
海
意
の

類

ご

す

書

設

当
の
事
理
用

各

、

条

は

同

き

に

と

と

る

第

第９

と
８

条

き
協

条

委
係
故

更

は
定

再
関
事

変

。るす

事
指
、
の
条

２

表
も
当
イ
前

公
る
る
す

等

第
他
事
、
示

を
の
該
ン

項
事
報
１
を

１
知
業
第

報

規
必
書
の
う

に
が
告
項
行

す
と
様
業
の

定
要
の
事
も

管
め
は
告
す

る
認
式
報
と

の
事
別
の
。

理
る
、
書
る

の費経る係に
目
項
記
提

す
標

第
出

関に況状支収

で
係
又

定
終
を
に
ま
に
料

後
事
り
の
る
は

管
了
知
よ
に
指
事
業
利

理者

報
の
料

は
日
提
定
業
務
用

内
し
取
告
実
金

、
以
出
を

状
収

第
に
な
り
書
施
の

法
、
け
消
を

そ
れ
さ
作
況
入
び
実

の
の
ば
れ
成
及
の

条
出提の書告

２
管
な
た
し

第
理
ら
と
、
当
績

）

陳
知

施
項
の
料
条
道
見
他

に
１
政
述
事

設

業
金
第
行

必

維

に
関
項
手
の
が

の

務

規
条
め
要

持

係
す
に
続
た

修

経
事
定
例
の
と

補

る
る

に

理
項
す

手
認

管
成
に
る

係

の

る
平
続
め

す
項

責

分

理
７
関
事

る

区

発
の

び

目
北
る

任

並

の
年

の
令
生

項
定
別
締
例
託
法

）
８
禁
等
時

の
管
記
結
第

出
者
２

条
止
の
の

届
理
第

に
守
告

）
は
号

第
等
遵
報 に

そ
式

号
関
に
等

、
様

４

よ

知
る
す
関

の
に

の
す
関

項
事
る

称
り

事
事
る
す

名

め

項

代
遅

定

項
事

、
、

が

の
ー
に

す
と
公
タ
号

表
滞

設
ッ
げ

と
る
施
ネ
掲

る
す

、

お
の
も

は

に
ト
る

き
。

掲

ほ

例

る
用
の

条

け
利
の

規

事

の

知

条

、

４

示

か

第

た

る

様
け

係

号
受

に

３
を

る
は

状

す
き

成

と
と

達

式

る

各

す

項

関

同

に

。
、

況 事

号

第

事

項事る
項

の

事
公
関

７
す
な
き
知
該
に

公
。
、
に
の
す

項
る
い
は

設
事

事
の
た
指
提
施
る

の

し
を
し
の
項

業
施
だ
定
出 け

用

告
に
、
取
な
利

報
設

況

す
度
消
れ
状

書
関
年
り

る
の
さ
ば
た
ら
関

下
次
途
れ
な
に

以
掲
に
日
な
す

に
中

に

標
海
事

げ
お
か
い
る

事

及

簿

関
条

担

帳

に
道
項

分 公

の

る
第

び

等

す
例

の

整

事

の

び

第

設

及

）

施

備

項
号

管

保

定

伴

関

規

に

に

の

理

管

条

、

項

の
く

事

者
な

る

い

す

は
に

次

又
事

、

名
知

は

氏

り

る
出

お

た
け

と

主
届

の

ば

る

所
れ

す

務
け

と

事
な

よ

当

に

適

定

が

所
な

。

の

経

方

の

る

査

め

審

認

る

と

項

の定選び及過

法

に いつ て

号

し査審 、

て
起

項

報
る
い
ら
。
事

業 」
を
例
し

書
項
条
算

告
事

と
記
第
て

載

内

。
た
第
以

う
し
条
日

い

り

得

事

よ

取

る

に

）
事
２

等

理

品

管

物

定

た

指

し

項

に
い
地
な

在
ら

関

が

に

者

に果結

たっあが更変
。

表公もていつ



事知道海北

第記別 １

処

管
て

号

理

分
地

い

様

者
方
に

る

式

２

自
係

処

第

る

該
３

北
北
。
第

各
条

道
道

条
員

号
条

海
海

３
職

のこ１
行
行

を
以
条
に
例

は
政
政

次
外
例
定
等

則規

う

す
の
と

３

行

か
知
る
施
す

施
附

は
項
に
。

期

を
事
事
設
る

日

審

則

）

計務業の者
査
、
に
係

２
画
す
指
つ
る

第

る
期
る

と
間
目
知

条

理

と
に
標
事

管

平

の
知
も
管

は

成

目
事
に
理
以
、

標
は
、
に
下
条

年

請申

様

治
同

る

分
第

聞

係

３

法
法

聴

に

第

昭

る

条

当

聴

関

該

聞

係

条
和

事
第
法
議

知
２
年
合

）

の
別
項

定

第
の

が
３

指

律
制 機

管 者

）
の

定
規

理

号
関

に
に

る
基

手
手

の
に
第
め
に

定

続
続

よ
聴
第
と
き

条
条

う
聞
条
者
づ

施

改
主
１
す
審

例
例

に
を

。
会

行
行

め
宰
項
る
査

施
則

。
る
規

そ

規
規

る
す
の

の

こ
則

の

則 部
成

が
定

の

一
平

と
で

他

日の布公、
改
７

で
め

合

き
る

議

。るす行施らか

も
管
て
理

る
定
い
管

正
年

し
標

と
者
握
目

の
理
把
の

。
理
定
円

る
管
、
を

す
に

成

わ
こ
達

行
に
に

を
期
滑

が容内の書

る
を
で

せ
れ
公
公
き

を標目の理管、

）
、
当
係

例
達

指
該
る
管
第

月

定
公
業
理
４

管
の
務
の
条

日

理
施
を
目
の

者
設
通
標
規

金

に
の
じ
」
定

曜

管
設
て
と
に

日

理
置
住
い
よ

）

行
目
に
。
選

を
の
民
う
り

せ
を
供
を
を

わ
的
提
）
定

事

職

る

者

た

表

主
名
代

者

め

地在所の所
称
名

務

氏

成

る
す

指

第
構

定

員

者
る

項
管
１

書

定
第

請

指
条

申

る
う
す
い
定
を
規
者
に
理

北

る
者

制

年

の
が

公
）。

関

道

）
、

機

海

者
は

の

）

号

申

第

各

答

則

の

の

規

次

て

の

げ

け

）

掲

受

号

に

を

の

こ

を

聞

う

部

聴

行

一

る

設
る
う

施
す
よ

の
表
る

次

管

に
も
定

と
と
指

ご
と
、

定
に

理
指
者

管
、
理

、
に

に
者
る

標
理
す

目
管
対

の

つか切適にめたるす成

す
定
行

な

係
が
指

的果効

き
な
と

う
果
べ
め
う

よ
効

ー
れ
は

す
に
サ
け
き

と
的

ス
な
同

公
成
ビ
ば
、

る
達

の
な
第

施
る
そ
ら
条

の
す

の
。
号

の
め
他
い
２

設
た

を
定
務

基

用
指
業

の

効
、

北

行

を理管

変
印

最
管
の

準

る
と

係
と

月

に
こ

設
う

施

の
規
次
行施

定
れ

日

指
さ

よ

分

と

の

区

と

お
第
と
則

い

改

じ

て

に

応

れ

う

に

さ

す

当

る

正

、

別

北

記

海

６
７

第

道

２

知

法
そ

号

管
を

達
の
等

る
そ
示

人
の

に
る
も

況
す
う

状
理
行

成

支

添
１
２
３
４

５

関
公
の

のも

書
申
業
収
申
計
定

付

算
款

の公２どかるあで

大
理
質

に
施

類
請
務
支
請

に
が
向

づ

限
者
の

基

海

関

申

揮
該
に

、

発
当
上

き

せ
定
す

請

さ
指

道

海
り

公

北
おと

１

公

てっ行

更

公
定

施

道
指

の

称

容

名の設

内

施るい

の

変
条
り
８

前

後

更

更

変

変

で
よ

の
に

た
定
し
規
更
の

公
出
道
け

海
届

北
、
、
り

事

の
ま

様

に
他

式

っ
事

様

あ
知

関

、
定

条

は
指

８

て
が

第

の
類
簿
書

）

記
る

係

登
す

資
計
計
書
書
、

更

本

変

謄

書
提
貸
附

格
画
画
を
、
寄

し

す
対
為

有

出
借
行

を
書

、
約

い

日
表
規

て

る
照
、

と

す
産
の

こ

属
財
そ

る

の

の設

証

事
録
団

を

る
目
他

の
管

設

す

業
そ
体

地在所

設
者

名

施
理

の

報

受
指
を
る
定

係
指
に
の

称

で
の
の
者
い
理
た

管
け

定

者

に

記

請

設
。

申

施
す

指

話

た

表

指

主
名
代
電

る係

務

氏

理

番

事

職

管

る

者

定 定

所

指

の

の

所
称
名
号

者

書出届

地

の

在

的

書

度
他
目

る

年
の
の

日

織

事
の
組

前
務
、

類

の
財 明

運

度
を
び

年
況
及

業
状

者
に
方

請
か
の

申
ら
営

の

の
関
定
、

関
る
を

に
す
法

に
を

電

等
類

続
書
手
係
記

条
申

る
て

番

す
え
関
添

話

３
ま
第
し

例
請

号

第

条
す

例

印

条るす関に等続手

格

月

規業工

年

本

か

る
類
ら

す
書
明

）４

日

類

書

書

告

る

報

す

業

に

事

の
。

収、

定規 によ

号

次、り の



の

北

北
興

海

海
行
平

平

道

道
を
成

成

告

青
有

示

少
害
年

第

年

年
興

事

理

の

載

管

そ

記

５

６

注

３

４

標

事

を

目

知

項

の

他

次

公

管

使

管

北
、り

１

２ に

料

に

道
の

の

理

用

理

海

る

の
お

設

係

又

係

公
と

施

施
り

の

る

は

別

北

記

海

第

道

３

知

号

事

式様

謄簿

更

記登

変

注

保
行
月

月

号

護
と
育
し
日

日

条
指

成
て

金

例
定

曜

す

日

昭
る

）

和
。

に

達

必

内

の

が

欄

海北年

め

で

況

認

入

状

と

記

成

要

に

告

と

る

項

い

す

事

な

関

る

き

設

名

業

利

経

、は

項

き

事

収

係

の

料

の

に

称

務

用

費 状

指
度

施

の

支

る
年

実

金

に

管
業

況

入

況

定
事

状

収

す

者
告

び

実

関

理
報

及

の

事

指
を

該

に

る

の
書

当

績

様

の
出

の

す

項

定
提

公

関

第

年

本

請申

業事
）係関条

書る

日

す証を

月

更変等

第例条道

付添を類

第

知

条

道

４

海

第

北

）号 項１

事

北

添、し載記に紙別

の

高

示

るす付

し
記

施

る

。
工

と
本

こ
日

利

等
す

の

項

続
ま

設

事

手 条

に

る

況

す

状

関

用

に
。

則

項

規

事

行

る

施

す

例

関

た

表

告

主
名
代
電

報

者

第

号

務

氏
番

事

職

書

る

者
話

るす

年

地在所の所
称
名

日月年

。とこ

に定

橋

規

工本日

海

次、

み

り

る

よ

は

道

１

２
３

指
の
保
変

公

規業

施
在
林
更

定
所
安

立

格
要

）４

北

森
件

海

を
平

い

道

林

て

変
成

告

法

縦

更

示

次
覧

２

よに定規の条

１
保
解

解

保
解

法

日

印

月

除

除

安

安

解

北

農
律

海

同
同

林
第
平

道

成

水
告

産
示

格規業 ）４

の
別
画

行興
種
映
同
同

の

要
所
し
の

業
場
と
後
木

件

て

報

さ
施
採

更

定
定

変

指

伐
指

目
要
方

保

た
業

定

れ

の

予 樺

公

林

的
件
法

安

す
年

第

昭

の
に

る
和

図
供

予
月

」
す

号

年

は
る

定 る
律

省
）

あ
法

、
。

で
日

し

。
第

略 、 図

第

の

）

そ

号

面

し

定

と
除

と
除

予

林

林

条

林

指
の

指
の

安

て

て

保

し れ
理

れ
理

所

さ

さ

の

定

定

由

所

的
由

目

目

場

た

た

在

場在所の林安保定予
的

限

所

号

肌
女

大

年

第

）

の
探

臣

偵

第
か

月

間

号

ら

お

条

ね

の
、

日

だ

規
次

り

の

七

よ
定

変

う
に

化

が
林
知
安
通
保
る
に
よ

ホ
ム
旅

ブ
ダ
風

興

ラ
マ
和

擦
シロ

ル
ズ
の

行

テ
レ
館

ま

ア

朝 生
す
将

で
こ
女

の

り
う
盛

あ
体

題

し
り
女

だ

名

感快

町形

健

月

保

郡

の

戸

衆

１の 図の次

第

に

定

水

規

道

の

海

２

北

の

を 治

北

、

部

り

務

よ

林

に

産

う

及

知

よ

課

道

の

山

海

次

砂
路

土
道

沙
る
土
道

び

事

の
用

郡
）
の
用

砂
路

流
。

壊
と

取

出
と

崩
地

平

流
地

防
る

字

防
る

の
す

町

の
す

４志

め

毛

め

備
た

幌

備
た

町臼羅郡梨目

１の

指
あ
の

図の次。林有国

新
オ

定
っ

東
ー

を
た

宝
ピ

。

ー

解

映
映

除

画
画

す で

海

定

北

予る あ

道

あ

る

知

健の
る

旨

事

日

作

ー

制
配
オ
新
同

全
と

又

映
映

会
社

ー
本

会

ピ
給

は
社
画

の
囲

部

定指
範

全

し
を
る

著
情
け

指

感
つ

す示 部分 限に

号

）。る

役

橋

林

町

安

係

高

保

関

に

み

施

備

る

定

に

は

指

場

の

置

業

え

に

に分部す示に図の次

）。る限に分部す示

認

、

め

森

高

ら

林

れ

法

橋

たる め

み

和

る

昭

は

年

れそおるす害を成育な

し
等

粗
激
の

定

く
刺
も

が

助
は
っ

を
又
あ

の

性
、
で

、
心
青

し
義
、

理

長
道
て

由

的
傷
年

性
を
少



１

た

業
場

施
在

定
所

指
の

北

農
昭
。

海

平

役

道

林
和

場

成

告

に

水
示

産
年

次
備

年

第

大
法

の
え

２
３

臣
律

と
置

更
安

立

村

立

保
変

ア
イ

ウ
林
伐

後
木

木

林

主
主
森
間

と
整
に

所の林安
と

伐
伐

要

１
在

の

の

し
の

は

北

森
件

海

を
平

指

道

変
成

定

林
告

施

法
更

示

す
年

業

第

要

務林部済経

昭
る

課

和

ア
イ

ウ
村

立

平

主
主
森
間

次

成

伐
伐
林
伐

の
木

は
と
整
に

図

年

安保定予更変件要
所

の

林
筆に
樺
つ
戸

の

月

か
第

お
い

号

り
て

ら

」
縦

日

第
の

、
に

）
次

は
覧

号
、 よ

省
供
略
す

３
保

、
。

の
に

し
る

条
う

い
の

関

お
林

の

に
安

そ
）

伐

指
て

、
し
備
係

て
指

係

伐
画
森

定
指

択
て
計
る

伐

さ
施

に
採
で
林

採

採

定

伐

め
、

業
れ

よ
を
定
は

の

の

。
る
る
次

要
方

限

た

る
す

準
と

的
件
法

こ
標
の
度

目

の

水

で
期
り
次

が
伐
お

と る
以
す
と

所場
源

き
齢
と

の

。
月

件

号

の

年

係

第

に

律

更

法

日

変 る

第）

保

号

白

場役町形月び及

の

老

条

係

」
て

２

郡

い置え備に

、
し
備

択
て
計
る

及
伐

月

伐
伐
画
森

び
採

に
採
で
林

日

よ
を
定
は

次
の

る
す
め
、

の

金

。
る
る
次

と
限

曜

こ
標
の
度
お

日

と
準
と

り

）

、

で
期
り
次
は

が
伐
お

」

１

る
以
す
と
省

き
齢
と
の

て
月

、
い
郡

次
形
の
町

の
図
２

１
示
、

の
に す

北
・
部

海 事
ン
に

知

８

ポ
分

道

の

字

類

準
定

書

。

高
ツ
る
ベ
限

件

海

る
要

北

す
業

を

用
施 更

振

第
変

胆

法
を

道

同

支

定

済

規
予

経

の
る

庁

条
す

か

立
上
る
お

林

に
で

部

定

す

養

は
も

と

ん

木
の
。
り

立
る

該
す

。

当
と

る

、
の

の

白

市るす在所の木
。

り

浦

よ

竹

に

字

定

町

規

老

、 う

知

よ

道

の

１
海

次

の
北

）。るす供に覧縦

に

事

。
り
し

立
上
る
お
略

高

保

、
の

す
そ

は
も

と
、

木
の る

面

該
す

。
図

当
と

る
の

在

係

所

関

の

び

木
。

及

立 る

類

す

書

北

市

を

）
１
、

橋
の
は ア

２
、

み
上
４

る
以
の

通
旨

課

る
る

務

よ
あ

立

町

老

あ
林

白

が
森

び

知
、

及

３

町

法
っ

指
の
保
変

イ

る係に村町

町

立

定
所
安

町市

ア

指の

橋

林安

安

立

次

保
変

２

業

み

施

る

定

は
指
の

イ

に

道

村

海

町

北

町

立

定
所

海

町

庁

市

支

る

知

係

空

道

ア

公

伐
森

木
主
主
村

安

立

保
変

備

伐
係
し
整

の
に
と
林

伐
の
採
採
画

採
伐
伐
計

る
て

、
る
め

方
は
す
定

種
を
で

な
が
準

め
と
標

法
定
こ
る

場
と
後

村
間
木

施
在
林
更

に
伐

要
所
し
の

森
伐
の

業

の

変

指
指

整
係
採

件

て

林

さ
施

計
森
限

更

定
定

備
る

業

で
は
並

定

れ

画
林
度

予

次
に

安

目
要

定
、
び

保

た

標
と
栽

る
の
植

林

的
件

め

林

次
字
の
そ
主

更

準
お
の

他
と

と

の
ト
図
の
伐

後
木

プ
示
の
し

の

し
の

森
ッ
に

指

に
１
す
森
て

伐
指
て

林

に
採

採

定

つ
の
部
林
伐

定

・
に
つ
を

の

さ
施

い
１
分

方

た

は
１
限
い
す

業
れ

て

。
は
こ

目

、
の
る
て
る

要

伐
・
）
、
と

的
件
法
主
２

間
木

施
在

の

は
１
、
主
が

に
伐

要
所

森
伐
の

業
場

村

更

備
る
の

変

整
係
採

件

林
は
並

定

画
林
度

予

計
森
限

林

め
次
に

安

定
、
び

保

で
しと伐主

標
と
栽

る
の
植

・
て

とこるすを採伐て
そ

更

が
準
お
の

林

次

の

後
木 の

し
の

森

他
の

と

の

報

森

伐
指
て

林

の
１

に
の

採

定

つ

林

定

次

指

に
に

業
れ

て

つ

の

図

さ
施

い
す

目

、

て

要

示

方

た

は

い 主
分
伐

、
部

的
件
法
主

は

る
齢

。
き
期

い
で
伐

に
は

当
の

、
も
は
の

木
上
立
以

在所の
。
木
る

立
す

該
と

期
と
法

戸

砂

伐
り
方

樺

土

以
る
期

新

流

齢
す
・

郡

の 防

の

及

津

の

上
。
間

十

出

と

種

字

の

樹

町

備

も

び

川 の

の

２

。

次

プ

る

ッ

す

ト

の
に
き

水

、
の
１
伐
で

と

立

の

伐
・
３
係
る

源

択
４

は

ん

よ
の

伐
木

か

に
１

る を
当

。
・

種
、

養

る
６

採

・

な
木

１

め
立

の

定
該

２

１

４

在

２

の

。
所

２

い
の

期
と
法

戸
の
次

伐
り
方

樺

期

新
・
図

齢
す
・

郡
６
の

の
示

上
。
間

十
２
に

以
る

・
部

も

び

川
１
す

の

及

津
の
に

と

種

字
２
分

の

樹

町

次

プ
・
る

る

ッ
２
限

す

ト

立るきで

）

の

１
２
。

。

の

所の木立該当、は木

択

に
限

水

、

伐
在

、

と

の

）

か

に

る
。

の

伐

係
る

源

定を

。

種

養

る

採

ん

よ

伐 。いなめ

第

３

市る係に村町市るす

す

。るすとりお

に

に

筆

村

６

町

上

市

以

る

１

お

１
４

て

市

い

る

つ

係

の

り

・ ２
７
、

す

の
上
３

と

１
以 つ

月

１
に
花

。

・
筆
字

る

の４
い

市る係に村町市るす

号



ど

む

曽

道

村

う

ら

平

こ

お

成

根

幸

岡

う

か

て

年

理

哲

ひ

、
成

の
間
平

そ

氏

そ
週２

ね

関係
一

ま

第条同、し更
図
般
年

２
面
の

北

道
海

部

道

路

イ

治

告

山

法
示

立

次
課

第

昭

間
木

の
及

和

伐
の

図
び

ア

字
そ
主
村

更
安

立

町

保
変

と

の
稲
の
伐
森

後
木

林

次

４ 指
の

イ
伐

業
場

木
間

施
在

立

定
所

つ

と

な

月

之

也

み

り

日

弁

北
北

北
北

海
海

海
海

金

道
道

道
道

曜

護

地
大

地
武

日

方
学

方
蔵

）

短

士

働
学

働
子

労
大

労
女

学

会
大

員
法

員
期

委
院

委

さ

会

ゆ

は
縦
月

名

き

、
覧 る

海

道
す

北

海
供

北
に
日

労

道

方

部

地

設
。

現

道

建
定規の項

員

備

委

整

働

路

会

課
用供の路道りよに を

に
伐

」
関

号

法

る
の

び
町

年

係
採

及
係

律

森
限

役

は
並

の
に

第

林
度

次
場

、
び

と
備

の
植

り
置

）

次
に

お
え

号

と
栽

」
い

第

お
の

は
て

と
法

省
覧

第

り
方

、
縦

条

整

の

し
の

森
里
他
と
林

１

の
し

指
て

林

森
て
備

伐 採

定

つ

林
伐
計

定

の

指

に

で

の

・

さ
施

い

に
採
画

１

業
れ

て

つ
を
い
す
定

方

た

は

は
こ
る

目

、
の
て
る
め

要
的
件
法
主伐

、
と
標

、
上
伐
で
伐

は
以
主
が
準

に

要
所

砂

択
２
に
き
期

土

予

採
森

更

る

変

伐
係

件

の

林

次

安

限
、

保

は

定

の
林

て

り
次

勇
い

お

つ

との
度

教

第
研

第
学

と
の

払

究
長
授

益

会
教

公

期
科

期
授

理

員

代

委

北

び

第

及 所

北

場覧

長

縦

会

の

期

次
開

い置

事

え

知

備

道

に

海

す
・

略
に

て

高

。るす始

。
間

、
す

の

る
期

し
供

項

）

に

び

の
。

定

及

そ
る

規 道

び

、

及

り

種

面

よ

樹

図 類

区

と

書

の

の

係

路

次

関

の

伐
筆
係
る
齢

り

を

域

お

つ
伐
木
上

流

に
に
る
立
以

、
も

の

る
い
採
は
の

出

よ

と

備

次
を
当
の

防

。
て
種 な

木
る

図
め
立
す

の
定
該

部

在

す
。
所

示
い
の
。

に

穂
の

す
と

郡
次

に

る

分

す

示

と

町
に

。
り

別
図

る
お

分

。

里
部

る

稲
す

す

字
に 。

・
る
１
限
の

）
の

道海

海
海

海
海

第

北
北

北
北

会

大
地

武
地

期

道
道

道
道

公

は

示告

橋

、

長

学
方

蔵
方

央
を

北

らか

み

職

日

る

の
働
働
の
平

経

道

労
労
次

海 方

関
委
と
成

地

の

す

海

次

と

北

を

係
員
お

変

林

り

産

お

。

水

と

る

道 務

北

愛
北

海

海

道

道
別

地

川
当
旭

方

る係

）

に

。

村

る

町

限

市 市

定
小道

極
海
京
北

１
２

に筆２上以
線

海

路
函
北

道
道
名

道
館

路
路

館
南
及

函

働

子
働

代

法
労

女
労

の
の

部
委

短
委

理

学

報

学
第

授
会

大
会

教
員

期
員

第

助

期

教
期
授

第

第

労

益

益

公

公

期

期

働

調
会
り
年

委

整
規
公

員

法
則
示
月

会

施
第
す

令
号
。

第

行
１
る
日

期

）
昭
第

第

和
条

益

令
定

公

勅
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